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　テーマの募集、1ヶ所での開催、オンライン配信の導入など、初めての試みが
重なった村づくり懇談会。参加者から出される質問に、村長をはじめ担当課長から
一つひとつ回答する形式で行なわれました。今回の懇談会のアンケートでは概ね
好評をいただきましたが、併せて開催に向けた提案をいただきました。この村づくり
懇談会が住民の皆さまが気軽に参加し、行政に対して意見や質問を交わせる、
そんな場所になるような村づくり懇談会を目指します。当日説明した施策の内容や
質疑応答について掲載していますので、ご一読ください。（特集は4、5ページ）

11月24日・27日　村づくり懇談会開催

広 報 や ま が た 12

総合計画村民アンケートにご協力いただき 2
ありがとうございました 
令和4年度に採用する山形村会計年度任用職員を募集 3
村づくり懇談会レポート 4・5
障害者控除対象者認定書 6
やまがたインフォメーション 7

山形村
Yamagata Village

特集 村づくり懇談会



村の総合評価

施策の満足度・重要度分析

みんなで描く山形村の未来プロジェクト

総合計画村民アンケートにご協力いただき
ありがとうございました
　総合計画づくりの一環として実施した村民アンケートでは、村の総合評価や各分野の取組に対する満足度・重要度を
お聞きしたほか、自由記述で「村の良いところ・ベスト３」を書いていただくなど、幅広い内容の質問にお答えいただきました。
11月10日（水）に実施した第３回山形村総合計画審議会において、調査結果の速報値をご報告しましたので、その一部を
ご紹介いたします。

　村民の皆さまが村に対して感じているイメージについてお聞きしました。
　「住みやすい村か」という質問に対しては、６割を超える方が「そう思う・ややそう思う」と回答しています。
　「子育てしやすい村か」「快適に不便なく暮らせる村か」という質問に対しても評価する回答が多く、それらが「住みや
すい村」や「今後も山形村に住みたい」という評価につながっていると考えられます。
　一方で、「誰もが安心して暮らせる村」「文化的環境」「助け合い」「産業の活力」という点ではマイナス評価が一定数み
られます。今後は、村の強みである子育て環境や快適さをより充実させながら、課題に取り組んでいく必要があります。

　現在の村の取組に対する満足度と、その施
策の重要度についてお聞きしました。
　最も優先的に取り組むべき分野（重要度が
高く、満足度の低い施策）として「公共交通の
整備」や「道路整備の充実」が挙がっていま
す。より一層、力を入れていく必要があるこ
とが分かります。
　また、さらに磨いていくべき分野（満足度
が高く、重要度も高い施策）としては、「医療
体制の充実」や「子育て支援体制の充実」と
いった施策が挙がっています。

　村では、これらのアンケート結果を踏まえ、
今後10年間で取り組むべき課題を精査し、次
期総合計画の内容を検討していきます。
　引き続き、村民の皆さまのご協力をお願い
いたします。

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない
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住みやすい村か
子育てしやすい村か

誰もが安心して暮らせる村か
保健・医療や福祉が充実しているか

防災や防犯などの備えがあり、安全に暮らせる村か
農業や観光など地域資源を生かした産業の活力があるか

学びや文化・スポーツなどの環境が充実しているか
生活の基盤が整い、快適に不便なく暮らせるか
村民が互いの立場を認め合い、助け合える村か
自分の村としての誇りや愛着を感じているか

今後も山形村に住み続けたいか

村のイメージ評価

　北アルプスはすっかり雪化粧、山形村で迎える冬も三
年目になりました。月日が経つのが本当にはやいです。
　11月上旬に、おさがり品のリサイクル「おさがリユー
ス」を社会福祉協議会様に協力いただき、無事開催す
ることが出来ました。用品の提供にご協力いただきあり
がとうございました。
　当日は14組のご家庭に来場していただき、親子の笑顔
あふれる賑やかな時間になりました。また定期的にやって
欲しいなど嬉しいお声をいただきました。
　１１月末には、移住体験オンラインツアーのゲストとし
て山形村の子育て支援施設や、移住者目線から見た山形
村の良いところをお話させていただきました。一年目の
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頃は何もかもが初めてで、出会う皆さまも初めてだった
のが、今では行く先々で声をかけていただいたり、夕方
や休みの日、スーパーなどで会う子ども達が「先生～」
と手を振ってくれたりと、だいぶ村に馴染めてきたかなぁ
と思っております。最初の頃、畑の作物を見ても何の作物
なのかわからなかったのが、今では広大な大地で育つ作
物を見て、季節の移り変わりを感じるようになりました。
　協力隊の任期も残すところあと３ヶ月程となりました、
楽しみながら過ごしていきたいと思います。

大野 和美 隊員
(子育て支援)

●任用期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで　再度任用する場合があります。
●募集人数 各職種若干名
●勤務条件 職種、勤務地により勤務時間が異なります。

●申し込み 総務課窓口　1月11日（火）～1月31日（月）（土日・祝日を除く）午前8時30分～午後5時15分
●応募方法　募集要項、申込書は、総務課窓口および村ホームページにあります。採用後の勤務形態、条件等の詳細は、各担当

窓口にお問い合わせください。

令和4年度に採用する山形村会計年度任用職員を募集

ふれあい児童館 N98-3081

月額給職員

保育士 177,000円～192,200円 保育士の資格のある方 山形保育園  N98-2035
職　種 勤務地・お問い合わせ月　額 資　格

時間給職員

1,000円 保育士・教諭・放課後児童支援員・児童厚生員いずれかの資格のある方

890円 資格の有無は問いません

山形保育園  N98-2035
1,000円

1,200円
保育士の資格のある方

職　種 勤務地・お問い合わせ時　給 資　格

※地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方は応募できません。

放課後児童支援員

放課後児童支援補助員

保育士

保育士（早朝保育、延長保育）

※予約方法の詳細については接種券に同封されてい
る案内をご確認ください。２回目接種終了時期によ
り３回目（追加）接種の接種券が届く時期が異なり
ますので、ご承知おきください。

※2回目接種後に山形村に転入した方は、3回目（追加）接種用接種券の発行申請が必要です。申請をいただかない
と発行されませんので、お問い合わせください。

新型コロナウイルスワクチン３回目（追加）接種について
１月下旬予定
２回目接種を終了した１８歳以上の方で、
２回目接種終了から８カ月以上経過している方
１月中旬以降に、対象者へ村から順次発送予定

開 始 時 期

接 種 券 の
発送について

対   象   者

■調査方法：郵送調査、WEBアンケートの併用　　■調査期間：９月16日～ 10月18日
■調査対象者：住民基本台帳から無作為抽出した18歳以上の村民　2,500名
■有効回収数（有効回答率）：1,362件（54.5%） ※うち346件がWEB回答

調査概要

多くの皆さまのご協力、
ありがとうございました!
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村づくり懇談会レポート
　例年地区ごとに開催していた村づくり懇談会は、11月24日（水）と11月27日（土）の2日間に、農業者トレーニング
センター大ホールを会場として地区を分けずに開催しました。参加者は２日間合計で会場：29名、オンライン：12名
でした。参加していただいた皆さまありがとうございました。
　今回の懇談会は事前に村民の皆さまからテーマを募集し、テーマに沿った施策説明と自由な意見交換を行ないました。
懇談会で説明した施策、意見質問に対する回答を紹介します。

野焼きをやめてほしい
➡ 野焼きは野外でごみ等の廃棄物を燃やすことで、一部の例外を除いて法
律で禁止されています。一部の例外とは、国や自治体が管理上行なうものや、
三九郎などの地域の行事、農業や林業を営む上でやむを得ない場合をいいます。
家庭ごみなどを庭先や畑で燃やす古い習慣は、今は許されるものではありません。
また、例外であっても、煙や匂いに配慮し、時間や風向き等の注意が必要です。

風食を何とかしてほしい
➡ 風食は地域特有の細かい表土の土質と、長いもや葉洋菜といった農業の栽
培体系、雪が降らないといった環境要因が組み合わさり発生します。村の対策
としては、畑から土が舞い上がらないように、農家さんに畑に麦等を撒いてもら
えるように麦の購入費の補助を行なっています。1月から5月にはホームぺージ
上で風食注意情報を公開し、当日および翌日に風食の発生があるかをお知らせ
しています。また、風食は村だけの問題ではなく松本地域南西部の共通課題と
なっていますので、地域で協力して解決を図っていきたいと考えています。

野良猫への餌付けをやめてほしい
➡ 野良猫への餌やりは法律上禁止されているわけではあり
ませんが、場合によっては大変“無責任な行為”と言われてし
まうことになります。周辺住民の多くが、迷惑を被っている場
合には「県知事が指導や助言をすることができる」とされてい
ます。保健所からは「飼い猫ではない猫に不要に接触しない
こと」と助言をいただいていますので皆さまも徹底をお願いし
ます。

緑肥麦の播種面積と効果は
➡ 協力していただいている農家さんは令和
2年度で148名で、面積はおよそ116haです。
年間を通じての補助であるため、効果の上がっ
ている時期といない時期があると思います。
今後は期間を決めるなど制度の見直しを行
なっていきたいと考えています。

環  境  対  策

放課後児童の居場所づくり
➡ 村では放課後児童クラブを設け、保護者が就労等により昼間家庭にいない
児童に遊びや生活の場を提供しています。現時点では山形小学校児童の36％
が放課後児童クラブに登録しています。それ以外にも、遊びや学習を支援する、
放課後の「山形っ子タイム」、学習支援を行なう「やまがた未来塾」、小学生から
大人までを対象にして世代交流を図る「チャレンジ講座」などを企画運営しています。
図書館の蔵書は3万5,000冊と充実してきました。日頃の学習やテスト勉強な
ど利用されており、子どもたちが使いやすい図書館としての位置付けができて
いると考えています。

公共交通の充実を
➡ 西部地域コミュニティバスについては松本市の地域公共交通協議会に所属をして、その
中で意見を揉んでいただけるので、村民の皆さまの意見を頂戴した上で随時協議会に挙
げていこうと思います。また、アルピコ交通様の路線バスはなくてはならないツールであ
るため、維持を基軸として、行政としてできる範囲のことをしていきたいと考えています。

子育て支援の充実
➡ 村では妊娠期から１８歳まで切れ目ない支援を行なうよ
う取り組んでおり、母子手帳交付の際に渡している「子育て
ガイドブック」にその詳細を記載しています。令和２年度は
1,200件ほどの相談が寄せられ、担当職員が対応しました。
今年度からは3名体制で相談、訪問、同伴受診などの対応
を行なっています。子ども預かりサービスとしては、病後児
保育、ファミリーサポートセンター、養育が一時的に困難な
児童をお預かりする子育て支援ショートステイがあります。
来年度以降は病児保育を実施できるよう検討しています。
現在近隣の市に勤務する方は勤務地の市が運営する病児保
育を利用できますが、今後は勤務地に関係なく利用できる
ように、関係市村と検討を進めていきます。

子  育  て  支  援

小山 貴駿 さん
●出身地／東京都国立市
●生年月日／1992年4月7日
●好きな食べ物／辛い物
●趣味・特技／音楽、山遊び

中川住民課長

村田産業振興課長

緑肥麦を撒いた畑

小林教育政策課長

そ  の  他

堤子育て支援課長

スカイランドきよみず助成券の手続きの簡素化を
➡ 現状スカイランドきよみずの助成券は申請に1回、助成券の受け取りの計2回来庁をいただいております。
これは補助金交付の手続きとして役場で審査を行なう必要があり、申請時に助成券を即時交付することができ
ないため、受け取りのための来庁をお願いしているものです。国で進めている押印廃止に絡めながら、申請の
方法を見直していきたいと考えています。

当日の懇談会の様子の写真や、議事録は
村ホームページに掲載しています。
ぜひご覧ください。
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YAMAGATA   INFORMATION
やまがたインフォメーション

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の
所有者に課税される税金です。税額は固定資産課税台帳に
登録された価格（課税標準額）に1.4％の税率をかけて算出
します。
家屋については新築や増築をされた場合、役場職員が家屋
の確認と評価をさせていただきますので、ご理解とご協力を
お願いします。また家屋の取り壊しをされた時は、届出書（用
紙は役場にあります。）を提出してください。新増築・取り壊
し共に翌年度の課税から反映されます。

家屋を新築、
取り壊しされた時は届け出をお 願 い

市町村やNPO・自治体などが、住民とともに知恵と工夫に
より自主的・主体的に取り組む、地域の元気を生み出す事業
に対して支援金を交付します。特に県全域または地域重点
テーマに該当する事業は、補助率がかさ上げされます。制度
の詳細や、申請様式等は長野県公式HPをご覧ください。
□期 1月4日（火）～2月1日（火）
□申企画振興課　N98-5666
□問松本地域振興局企画振興課
　 N0263-40-1902

令和4年度
「地域発 元気づくり支援金」
活用事業

募　 集

役場職員と委託業者が除雪作業を行ないますが、村内全て
の道路の除雪はとても困難です。
除雪には、皆さまの協力が欠かせません。どうかご理解とご
協力をお願いします。
■積雪10～ 15㎝を目安に主要路線から除雪作業をします。
■深夜に作業をする場合があります。
■凍結防止剤は、区長さんを通じて各区に配布してあります。
連絡長さんを中心に皆さまで、集落内の凍結して危険な
場所へ散布してください。

■大雪の際は、各区の指定雪捨て場をご利用ください。

地域ぐるみの除雪にご協力をお 願 い

□期 2月16日（水）～3月15日（火）
【相談受付】
□期 1月25日（火）～3月15日（火）
　 午後8時30分～午後4時（土日・祝日を除く）
□会 松本税務署１階
　※マイナンバーカードを使って自宅でスマホから
簡単に確定申告が可能です。ぜひご活用くだ
さい。

□問松本税務署　N0263-32-2790

令和３年分所得税の確定申告お知らせ

令和３年１月から令和３年12月までに納付した額の証明書
を送付します。送付時期は１月下旬の予定です。
□対山形村国民健康保険税、介護保険料(65歳以上)、後期高
齢者医療保険料を収めている方
※公的年金から上記保険税(料)が特別徴収（天引き）されて
いる方は、年金保険者から送付される源泉徴収票が納付額
の証明書となりますので、大切に保管してください。

□問税務課　N98-5663

納付額証明書を送付しますお知らせ

児童手当受給者へは12月15日（水）に通知を発送しました。
支給日は1月11日（火）の予定です。16～18歳（高校生該
当年齢）の子の保護者および児童手当受給者のうち公務員の
方へは、12月20日以降に別途通知を発送しましたので、ご
確認ください。
□問住民課　N98-3112

子育て世帯への
臨時特別給付金（先行給付金）
0～18歳の子ども1人につき5万円の給付金

給 付 金

水道管の冬期間の管理お 願 い

□対対象 □期期間 □会 会場 □基 基準□手 手続き □申申し込み □問問い合わせ

陸・海・空 自衛官候補生募集募　 集

□対日本国籍を有する18歳以上33歳未満の方
　 ※申込方法、試験時間等、詳しくはお問い合わせください。
□問自衛隊長野地方協力本部松本地域事務所
　 N0263-36-2787

これからの季節、氷点下を下回る日が続くと水道管が凍結しや
すくなります。そこで次の点についてご協力をお願いします。
■凍結を防止するための対策
①各家庭の水道メーターボックス内へ古布や発泡スチロール等
を詰めて保温する。
②水道管が露出する部分は、凍結防止帯や保温材などを巻く。
③長期間使用しない場合は、不凍栓を閉める。
■漏水の確認について
冬期間（1～ 3月）は、水道メーターの検針を行ないません。
ご家庭の水道メーターを確認していただき、漏水の早期発見に
ご協力ください。
□問建設水道課　N98-5667

　一般財団法人自治総合センターが宝くじの収益金を
活用して行なう「コミュニティ助成事業」の助成金を受け、
山形村消防団が「活動用防寒着」を整備しました。消防団
員の益々の活躍が期待されます。

消防団員の防寒着を
整備しました
（一財）自治総合センター
コミュニティ助成事業 　長野県労働金庫様より創立70周年を記念して

作成された「はたらく」をテーマにしたオリジナル
紙芝居を、山形保育園に寄贈いただきました。園児
たちが「はたらく人への感謝の心」や「はたらくこと
の尊さ」を少しでも感じられるように、丁寧に読み聞
かせを行なっていきます。ありがとうございました。

保育園に紙芝居を
寄贈いただきました

　傷病によりおおむね６ヶ月以上にわたり寝たきり状態であると認められた方で、医師によりおむつの使用が必要
と認められる方については、大人用紙おむつ購入費も医療費として医療費控除の対象となります。
■手続き
 ①おむつに係る費用を初めて医療費控除として申請される方は…
　　医療費控除の申請には、医師（主治医）が発行する『おむつ使用証明書』が必要です。証明書様式は保健福祉課
窓口でお渡ししています。
※証明書の発行には文書料がかかる場合があります。

 ②要介護認定を受けていて、医療費控除として申請するのが２年目以降の方は…
　　該当と思われる方には、１月中旬までにお知らせを送付しますので申請してください。
　『おむつ使用証明書』に代えて、要介護認定に使用する主治医意見書の内容を確認した書類が使用できます。
※主治医意見書で（１）寝たきり状態であること （２）尿失禁の発生の可能性があること が確認できた場合に限ります。

おむつ使用証明書

税務協議会委員(敬称略)
上大池
中大池
小　坂
下大池
上竹田
下竹田

大池  博文、中村  健一郎
平沢  隆一
山口  今朝二、笹川  和祐
倉科  寛
野口  壽昭、小野  恭弘
中村  一博、矢口  昇

□問税務課　N98-5663

大雪時の各区の指定雪捨て場
上大池
中大池
小　坂
下大池
上竹田
下竹田

運動公園
で愛のプラザ西側駐車場
鷹の窪公園駐車場
旧下大池公民館跡地
運動公園(ゲートボール場)
ふれ愛公園

□問建設水道課　N98-5667

　６５歳以上の障害者手帳をお持ちでない方で介護保険の要介護認定を受けている方に対して、介護保険の要介
護認定に関する情報をもとに『障害者控除対象者認定書』を交付します。
■対象者　対象者本人または対象者を扶養している方
■基　準　村の介護保険被保険者で、令和３年１２月３１日を基準日として下表いずれかに該当する方です。

障害者控除対象者認定書

※日常生活自立度は、基準となるランクに主治医意見書、または調査票のいずれかが該当していれば認定します。
※要介護認定を受けていても、必ずしも障害者控除に該当するとは限りません。

■手続き　該当と思われる方には、１月中旬までにお知らせを送付しますので申請してください。
※詳しい控除額については、税務課または松本税務署までお問い合わせください。

障害者控除等
区分 要介護度

要介護1～2
障害者

日常生活自立度
障害高齢者 認知症高齢者

Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかに該当

要介護3～5特別障害者
Ｂ・Ｃのいずれかに該当

要介護3～5
Ａ

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ｍのいずれかに該当

Ⅲ・Ⅳ・Ｍのいずれかに該当

Ⅱ
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YAMAGATA   INFORMATION
やまがたインフォメーション

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の
所有者に課税される税金です。税額は固定資産課税台帳に
登録された価格（課税標準額）に1.4％の税率をかけて算出
します。
家屋については新築や増築をされた場合、役場職員が家屋
の確認と評価をさせていただきますので、ご理解とご協力を
お願いします。また家屋の取り壊しをされた時は、届出書（用
紙は役場にあります。）を提出してください。新増築・取り壊
し共に翌年度の課税から反映されます。

家屋を新築、
取り壊しされた時は届け出をお 願 い

市町村やNPO・自治体などが、住民とともに知恵と工夫に
より自主的・主体的に取り組む、地域の元気を生み出す事業
に対して支援金を交付します。特に県全域または地域重点
テーマに該当する事業は、補助率がかさ上げされます。制度
の詳細や、申請様式等は長野県公式HPをご覧ください。
□期 1月4日（火）～2月1日（火）
□申企画振興課　N98-5666
□問松本地域振興局企画振興課
　 N0263-40-1902

令和4年度
「地域発 元気づくり支援金」
活用事業

募　 集

役場職員と委託業者が除雪作業を行ないますが、村内全て
の道路の除雪はとても困難です。
除雪には、皆さまの協力が欠かせません。どうかご理解とご
協力をお願いします。
■積雪10～ 15㎝を目安に主要路線から除雪作業をします。
■深夜に作業をする場合があります。
■凍結防止剤は、区長さんを通じて各区に配布してあります。
連絡長さんを中心に皆さまで、集落内の凍結して危険な
場所へ散布してください。
■大雪の際は、各区の指定雪捨て場をご利用ください。

地域ぐるみの除雪にご協力をお 願 い

□期 2月16日（水）～3月15日（火）
【相談受付】
□期 1月25日（火）～3月15日（火）
　 午後8時30分～午後4時（土日・祝日を除く）
□会 松本税務署１階
　※マイナンバーカードを使って自宅でスマホから
簡単に確定申告が可能です。ぜひご活用くだ
さい。

□問松本税務署　N0263-32-2790

令和３年分所得税の確定申告お知らせ

令和３年１月から令和３年12月までに納付した額の証明書
を送付します。送付時期は１月下旬の予定です。
□対山形村国民健康保険税、介護保険料(65歳以上)、後期高
齢者医療保険料を収めている方
※公的年金から上記保険税(料)が特別徴収（天引き）されて
いる方は、年金保険者から送付される源泉徴収票が納付額
の証明書となりますので、大切に保管してください。

□問税務課　N98-5663

納付額証明書を送付しますお知らせ

児童手当受給者へは12月15日（水）に通知を発送しました。
支給日は1月11日（火）の予定です。16～18歳（高校生該
当年齢）の子の保護者および児童手当受給者のうち公務員の
方へは、12月20日以降に別途通知を発送しましたので、ご
確認ください。
□問住民課　N98-3112

子育て世帯への
臨時特別給付金（先行給付金）
0～18歳の子ども1人につき5万円の給付金

給 付 金

水道管の冬期間の管理お 願 い

□対対象 □期期間 □会 会場 □基 基準□手 手続き □申申し込み □問問い合わせ

陸・海・空 自衛官候補生募集募　 集

□対日本国籍を有する18歳以上33歳未満の方
　 ※申込方法、試験時間等、詳しくはお問い合わせください。
□問自衛隊長野地方協力本部松本地域事務所
　 N0263-36-2787

これからの季節、氷点下を下回る日が続くと水道管が凍結しや
すくなります。そこで次の点についてご協力をお願いします。
■凍結を防止するための対策
①各家庭の水道メーターボックス内へ古布や発泡スチロール等
を詰めて保温する。
②水道管が露出する部分は、凍結防止帯や保温材などを巻く。
③長期間使用しない場合は、不凍栓を閉める。
■漏水の確認について
冬期間（1～ 3月）は、水道メーターの検針を行ないません。
ご家庭の水道メーターを確認していただき、漏水の早期発見に
ご協力ください。
□問建設水道課　N98-5667

　一般財団法人自治総合センターが宝くじの収益金を
活用して行なう「コミュニティ助成事業」の助成金を受け、
山形村消防団が「活動用防寒着」を整備しました。消防団
員の益々の活躍が期待されます。

消防団員の防寒着を
整備しました
（一財）自治総合センター
コミュニティ助成事業 　長野県労働金庫様より創立70周年を記念して

作成された「はたらく」をテーマにしたオリジナル
紙芝居を、山形保育園に寄贈いただきました。園児
たちが「はたらく人への感謝の心」や「はたらくこと
の尊さ」を少しでも感じられるように、丁寧に読み聞
かせを行なっていきます。ありがとうございました。

保育園に紙芝居を
寄贈いただきました

　傷病によりおおむね６ヶ月以上にわたり寝たきり状態であると認められた方で、医師によりおむつの使用が必要
と認められる方については、大人用紙おむつ購入費も医療費として医療費控除の対象となります。
■手続き
 ①おむつに係る費用を初めて医療費控除として申請される方は…
　　医療費控除の申請には、医師（主治医）が発行する『おむつ使用証明書』が必要です。証明書様式は保健福祉課
窓口でお渡ししています。
※証明書の発行には文書料がかかる場合があります。

 ②要介護認定を受けていて、医療費控除として申請するのが２年目以降の方は…
　　該当と思われる方には、１月中旬までにお知らせを送付しますので申請してください。
　『おむつ使用証明書』に代えて、要介護認定に使用する主治医意見書の内容を確認した書類が使用できます。
※主治医意見書で（１）寝たきり状態であること （２）尿失禁の発生の可能性があること が確認できた場合に限ります。

おむつ使用証明書

税務協議会委員(敬称略)
上大池
中大池
小　坂
下大池
上竹田
下竹田

大池  博文、中村  健一郎
平沢  隆一
山口  今朝二、笹川  和祐
倉科  寛
野口  壽昭、小野  恭弘
中村  一博、矢口  昇

□問税務課　N98-5663

大雪時の各区の指定雪捨て場
上大池
中大池
小　坂
下大池
上竹田
下竹田

運動公園
で愛のプラザ西側駐車場
鷹の窪公園駐車場
旧下大池公民館跡地
運動公園(ゲートボール場)
ふれ愛公園

□問建設水道課　N98-5667

　６５歳以上の障害者手帳をお持ちでない方で介護保険の要介護認定を受けている方に対して、介護保険の要介
護認定に関する情報をもとに『障害者控除対象者認定書』を交付します。
■対象者　対象者本人または対象者を扶養している方
■基　準　村の介護保険被保険者で、令和３年１２月３１日を基準日として下表いずれかに該当する方です。

障害者控除対象者認定書

※日常生活自立度は、基準となるランクに主治医意見書、または調査票のいずれかが該当していれば認定します。
※要介護認定を受けていても、必ずしも障害者控除に該当するとは限りません。

■手続き　該当と思われる方には、１月中旬までにお知らせを送付しますので申請してください。
※詳しい控除額については、税務課または松本税務署までお問い合わせください。

障害者控除等
区分 要介護度

要介護1～2
障害者

日常生活自立度
障害高齢者 認知症高齢者

Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかに該当

要介護3～5特別障害者
Ｂ・Ｃのいずれかに該当

要介護3～5
Ａ

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ｍのいずれかに該当

Ⅲ・Ⅳ・Ｍのいずれかに該当
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Yamagata CATV Service

まるごと
一週間

週刊・ニュース
アーカイブ

山形村この一年 山形村この一年
（再）

山形村を語る

まるごと
一週間

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

週刊・ニュース
アーカイブ

ウィークエンド
情報局

まるごと
一週間

山形小学校
運動会（再）

鉢盛中学校
白峰祭（再）

図書館まつり
山口マオさん
講演会（再）

図書館まつり
山口マオさん
講演会（再）

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

ちょいと気に
なる隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

週刊・ニュース
アーカイブ

週刊・ニュース
アーカイブ

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局（再）

阿部知事に聞く
県政展望2022

まるごと
一週間
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23・30 国税の窓

山形村この一年
（再）

24
31

25 26 27 28 29

※都合により番組内容・放送日程が変更になる場合があります。

日 月 火 水 木 金 土

放送時間 月～土 日6時30分・9時・10時・11時（23時まで毎時間） ／ 9時・13時・17時・21時

JA
グリーンタイム

村税等納期限
　　 １月25日（火）　
■村県民税第４期 ■国民健康保険税第７期
■後期高齢者医療保険料第７期
■介護保険料第７期 ■上下水道料
口座振替の方は、預金残高を確認して振替ができるよ
うに、また現金納付の方は、お手元の納付書により納
め忘れのないようにしてください。

日 時

おすすめおすすめ おすすめおすすめ

おすすめおすすめ

夜間窓口開設日
　　 １月１７日（月)・３１日(月)
　　　午後７時３０分まで　出入口：正面玄関
業務内容
■戸籍・住民票の謄本及び抄本の発行
■印鑑証明書の発行　　■税金・各種料金等の納付
■所得証明書等の発行　■公図閲覧
■１２５ｃｃ以下のバイクの登録・廃車
■水道開閉栓の届出
※上記の業務内容以外は、お手続きできませんのでご了承ください。

日 時

環境川柳の紹介
マイクロプラスチック　知ることからが　第一歩 （14海の豊かさを知ろう）
袋がない　両手に抱えて　店を出る （Ｍ子）
拾いたい　お金もゴミも　真心も  （金欠太郎）

出張オレンジカフェ（認知症カフェ）
 1月11日（火）午前10時～正午
 小坂公民館 100円
日 時
会 場 参加費

場   　所
予約締切日

 1月20日（木）
 午後1時30分～ 3時30分
 保健福祉センター いちいの里
 1月14日（金）

日   　時

※相談は無料で予約が必要です。
■相談内容　相続、遺言、離婚等、不動産、賃金、労働
問題、クレジット・サラ金等多重債務など

弁護士無料法律相談所（ 　　）山形村在住
の方限定

年末年始休業等のご案内
役場関係窓口
■役場等各窓口 12月29日（水）～1月3日（月）
■福祉バス 12月29日（水）～1月3日（月）
■ごみの収集 12月30日（木）～1月4日（火）
■ごみの搬入（松本クリーンセンター　N47-2079）
　12月31日（金）正午～１月3日（月）
■し尿汲み取り（㈱あずさ環境保全　N92-3225）
　12月29日（水）～1月3日（月）

　農用地区域からの除外の申し込みを受け付けます。希
望される方は「農振計画変更申込書」を提出してください。

「農振除外」の申し込みの受付

　　 １月１１日（火）～１月２８日（金）受付期間

村のうごき（12月1日現在総人口）
人口：８,５８4人（前月比 -5）　男：４,２３1人（前月比 -2）　女：４,３５3人（前月比 -3）　世帯数：３,１２4世帯（前月比 -4）


